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国
民
健
康
保
険
の
指
導
理
念
を
求
め
て
被
保
険
者
資
格
の
得
喪
問
題
を
中
心
に

は
じ
め
に

　
国
民
健
康
保
険
（
以
下
国
保
と
い
う
）
と
医

療
と
の
関
係
を
知
る
た
め
、
約
三
ヵ
月
間
、
一

四
区
の
国
保
実
務
担
当
者
か
ら
意
見
を
聞
い

た
。
だ
が
、
国
保
は
、
医
療
の
実
態
と
決
し
て

係
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
医
療
「
経
営
」
の
基

盤
を
形
成
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
の
感
を
強
く
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
国
保
実
務
が
、
被
保
険
者
か
ら
徴
収

す
る
保
険
料
（
保
険
料
賦
課
・
徴
収
事
務
）
を

主
な
財
源
と
し
た
法
定
の
給
付
（
資
格
・
給
付

事
務
）
を
二
本
柱
に
回
転
し
て
い
る
限
り
に
お

い
て
正
し
い
。
国
保
実
務
担
当
者
に
と
っ
て
、

医
療
は
被
保
険
者
（
患
者
）
の
向
う
側
の
ど
こ

か
見
え
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
国

保
と
医
療
と
い
う
テ
ー
マ
は
ど
こ
で
成
立
つ
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
医
師
会
と
い
う
わ
が
国
有
数
の
圧
力
団
体
を

背
景
に
擁
す
る
医
者
と
、
ば
ら
ば
ら
な
存
在
で

あ
る
国
保
被
保
険
者
と
の
力
関
係
の
格
差
の
な

か
で
、
国
民
の
健
康
と
い
う
基
本
理
念
の
実
現

を
考
え
る
と
き
、
国
保
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場

に
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
か
つ
て
自

治
体
の
国
保
が
、
相
次
ぐ
医
療
費
値
上
げ
攻
勢

に
合
わ
せ
て
保
険
料
値
上
げ
の
努
力
を
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
医
療
不
買
の
自
由
す
ら
な
い

従
属
的
立
場
に
お
か
れ
た
被
保
険
者
の
側
か
ら

医
師
会
↓
厚
生
省
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
こ

と
は
、
私
の
知
る
限
り
な
い
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
本
市
の
国
保
が
、

住
民
の
利
益
を
旗
印
に
、
医
師
会
↓
厚
生
省
↓

県
に
抗
っ
た
さ
さ
や
か
な
実
践
で
あ
る
。
小
さ

な
変
革
で
は
あ
る
が
、
制
度
の
基
本
理
念
を
問

う
形
で
、
二
百
名
余
の
横
浜
市
国
保
実
務
担
当

者
の
討
議
を
踏
ま
え
た
挑
戦
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

大
山
浩
朗
〈
金
沢
区
福
祉
部
保
険

年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
長
〉

合
に
は
、
七
万
五
千
円
（
六
ヵ
月
分
）
支
払
っ
て

国
保
に
入
る
と
い
う
事
態
を
も
招
く
こ
と
に
な

る
・
仮
に
厚
生
省
の
指
導
（
法
第
七
条
、
第
八

条
に
よ
り
、
資
格
発
生
日
ま
で
ど
こ
ま
で
も
遡

及
さ
せ
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
保
険
料
の

短
期
消
滅
時
効
と
の
関
係
上
二
年
間
ま
で
の
遡

及
を
み
と
め
る
）
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
額

は
三
〇
万
円
（
二
年
間
分
）
と
な
る
。

　
本
市
の
国
保
実
務
担
当
者
は
、
こ
の
よ
う
な

事
態
を
、
い
か
に
法
の
建
前
で
あ
れ
、
ま
た
医

師
会
↓
厚
生
省
の
主
張
で
あ
っ
て
も
、
正
常
と

は
受
け
と
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
、
資
格
得
喪
問
題
を
新
保
険
料
体

制
と
絡
め
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
各
区
の
意
見

集
約
か
ら
手
が
け
た
。

　
一
四
区
の
国
保
係
長
の
見
解
は
、

　
届
出
日
と
す
る
も
の
、
　
　
　
　
　
九

　
三
ヵ
月
遡
及
と
す
る
も
の
、
　
　
　
五

　
六
ヵ
月
遡
及
と
す
る
も
の
、
　
　
　
○

一

国
民
健
康
保
険
と
医
療

展
望

問
題
点

資
格
取
得
と
保
険
料

改
革
の
動
き

　
長
い
間
、
保
険
未
加
入
の
人
が
新
し
く
国
保

に
加
入
す
る
場
合
、
資
格
取
得
年
月
日
を
い
つ

に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
資
格
取

得
年
月
日
を
も
っ
て
住
民
の
給
付
請
求
権
、
保

険
料
支
払
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
窓
口

で
も
神
経
を
使
う
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
関
す
る
各
自
治
体
の
取
扱
い
例

は
、
表
―
１
、
表
―
２
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
本
市
は
、
従
来
、
六
ヵ
月
遡
及
を
例
と
し
て

き
た
の
で
、
新
規
加
入
者
は
医
者
に
罹
っ
た
と

否
と
を
問
わ
ず
、
六
ヵ
月
遡
っ
た
時
点
か
ら
保

険
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
累
積

一
八
億
（
昭
和
五
十
一
年
度
）
の
赤
字
を
か
か
え

た
本
市
は
、
五
十
二
年
度
を
も
っ
て
保
険
料
算

定
方
式
を
所
得
対
応
方
式
か
ら
医
療
費
対
応
方

式
に
切
り
替
え
、
こ
の
た
め
、
保
険
料
は
平
均
七

〇
％
、
最
高
限
度
額
は
九
万
円
か
ら
一
五
万
円

に
上
昇
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
市
が
六
ヵ
月

遡
及
方
式
を
踏
襲
す
る
と
す
れ
ば
、
極
端
な
場

を
中
心
に



　
た
だ
し
、
無
理
の
な
い
改
革
を
と
い
う
理
由

か
ら
、
三
ヵ
月
遡
及
で
一
致
す
る
こ
と
を
申
し

合
わ
せ
た
。

　
一
四
区
の
保
険
年
金
課
長
の
見
解
は
、
国
保

係
長
会
の
三
ヵ
月
遡
及
案
に
対
し

　
賛
成
、
一
二
区

　
反
対
（
六
ヵ
月
の
ま
ま
で
よ
い
）
、
二
区

で
あ
っ
た
。

　
一
四
区
の
実
務
担
当
者
の
意
見
（
提
出
一
〇

四
件
）
を
集
約
し
た
結
果
は
、
届
出
日
六
七
、

三
ヵ
月
三
二
、
三
ヵ
月
ま
た
は
六
ヵ
月
四
、
六

ヵ
月
一
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
六
ヵ
月
遡
及
に
対
す
る
疑
問

の
声
は
、
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
何
故
六
ヵ
月
遡
及
を

三
ヵ
月
遡
及
に
変
え
る
か
に
つ
い
て
、
住
民
に

酷
で
あ
る
か
ら
と
い
う
実
務
感
覚
以
外
の
理
由

を
当
初
持
た
な
か
っ
た
。
私
た
ち
に
必
要
な
も

の
は
三
ヵ
月
遡
及
説
の
法
律
論
的
根
拠
で
あ

り
、
こ
れ
を
導
く
国
保
法
の
理
論
体
系
と
指
導

理
念
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
六
日
、
野
毛
山
研
修

所
に
一
四
区
の
国
保
実
務
担
当
者
の
三
分
の
一

を
超
え
る
六
八
名
が
集
ま
っ
た
。
講
師
の
中
西

叉
三
中
央
大
学
助
教
授
（
行
政
法
）
は
、
国
保

実
務
担
当
者
の
質
疑
を
交
え
て
七
時
間
に
わ
た

り
、
資
格
問
題
を
媒
介
に
し
た
国
保
法
の
位
置

づ
け
と
分
析
を
試
み
ら
れ
た
。
発
足
以
来
、
一

五
年
、
机
上
の
有
権
解
釈
解
説
書
に
呪
縛
さ
れ

て
き
た
国
保
（
法
）
が
、
こ
の
日
わ
が
国
で
は

じ
め
て
、
卜
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
公
法
学
者
の
視
線

に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
以
下
は
、
中

西
助
教
授
の
講
演
記
録
の
一
部
で
あ
る
）

　
国
保
法
は
、
被
保
険
者
資
格
の
取
得
・
喪
失

時
期
を
法
定
（
７
条
、
８
条
）
す
る
こ
と
に
よ

る
強
制
保
険
制
度
を
建
前
と
し
て
い
る
。
被
保

険
者
は
資
格
取
得
に
ょ
り
、
給
付
請
求
権
と
保

険
料
支
払
義
務
を
負
い
、
資
格
喪
失
に
よ
り
、

右
権
利
義
務
を
失
う
。
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と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
資
格
の
有
無
は
被
保

険
者
の
届
出
（
九
条
）
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る

の
で
あ
っ
て
、
行
政
庁
が
職
権
で
探
知
す
る
わ

け
で
は
な
い
。

　
こ
の
た
め
、
法
定
の
資
格
得
喪
時
期
と
行
政

庁
が
こ
れ
を
知
る
時
期
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
ず

る
。
そ
こ
で
資
格
取
得
時
期
及
び
そ
れ
に
伴
う

給
付
請
求
権
・
保
険
料
支
払
義
務
の
得
喪
の
時

期
に
つ
い
て
、

１
、
届
出
の
日
に
関
係
な
く
法
定
の
各
時
期
と

　
す
る
（
事
実
遡
及
説
）

２
、
届
出
の
口
か
ら
将
来
に
む
か
っ
て
考
え
る

　
べ
き
（
届
出
日
説
）

３
、
届
出
の
日
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
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一
定
期
日
ま
で
遡
及
さ
せ
る
（
折
衷
説
）

と
い
う
三
つ
の
考
え
方
が
出
て
く
る
。

　
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
国
保
制
度
の

社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
必
要
で

あ
る
。

　
　
の
特
色

(
イ
)
社
会
保
障
法
と
は
何
か

　
社
会
保
障
法
と
は

１
、
国
家
を
責
任
の
主
体
と
し
た

２
、
全
国
民
的
規
模
で
の

３
、
貧
困
化
の
契
機
と
な
る
生
活
事
故
な
い
し

　
貧
困
そ
の
も
の
を
対
象
に
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二
―
―
　
　
国
保
の
指
導
理
念
の
確
立

資
格
問
題
を
媒
介
と
し
て

―
問
題
の
所
在

―
社
会
保
障
法
と
し
て
の
国
保
法



４
、
事
後
的
に
所
得
保
障
援
護
を
通
じ
て
な
す

５
、
直
接
的
生
活
保
障
政
策
の
具
体
化
を
志
向

　
す
る

と
い
う
諸
特
長
を
内
容
と
す
る
法
制
を
い
う
も

の
で
あ
る
。

（
ロ
）
社
会
保
障
法
の
発
達
の
傾
向

一
、
抑
圧
と
救
貧

　
当
初
は
、
貧
困
は
罪
悪
と
の
観
点
か
ら
隔
離

策
が
と
ら
れ
、
そ
の
後
、
国
が
恩
恵
的
に
救
済

す
る
と
い
う
傾
向
（
明
治
憲
法
下
の
政
策
）
を

た
窓
る
。
こ
れ
は
、
国
民
の
権
利
、
国
家
の
義

務
と
い
う
思
想
に
ま
で
発
展
し
て
い
な
い
た

め
、
政
策
と
し
て
も
不
充
分
な
形
を
と
ら
ざ
る

を
え
な
い
。

二
、
共
済
組
合
↓
社
会
保
険

　
共
済
組
合
と
は
、
一
応
の
収
入
の
あ
る
労
働

者
が
、
相
互
扶
助
機
関
と
し
て
高
い
入
会
金
を

支
払
っ
て
、
相
互
の
生
活
・
健
康
を
護
る
方
法

で
あ
る
。

　
こ
の
共
済
組
合
制
度
を
拡
充
し
て
一
定
の
国

家
統
制
を
加
え
た
の
が
、
社
会
保
険
の
制
度
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
労
働
運
動
は
徹
底
的
に
弾
圧

す
る
が
、
社
会
保
障
制
度
は
徹
底
し
て
拡
充
す

る
と
い
う
ド
イ
ツ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
社
会
政
策
を

典
型
に
発
達
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、

（
1
）
　
対
象
が
企
業
労
働
者
で
あ
り
、
失
業
者
、

非
労
働
者
、
自
営
業
者
等
は
、
伝
統
的
な
形
で

の
社
会
保
険
理
論
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
た
こ

②
　
国
家
統
制
が
加
わ
る
と
し
て
も
、
私
保
険

的
形
態
（
火
災
保
険
、
生
命
保
険
）
を
使
っ
て

い
る
か
ら
に
は
、
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に

よ
り
、
支
払
対
象
事
項
の
限
定
を
避
け
ら
れ
な

い
こ
と
。

（
3
）
　
本
来
的
に
共
済
組
合
の
拡
大
（
相
互
扶
助

が
基
礎
）
で
あ
る
か
ら
、
収
支
相
応
の
原
則
を

貫
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
。

と
い
う
点
で
の
限
界
を
払
拭
し
得
な
い
。

　
し
か
し
、
国
保
は
、
こ
う
い
う
伝
統
的
な
社

会
保
険
理
論
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
も
、
さ
ら
に

跳
び
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

国
保
は
、
対
象
が
雇
用
労
働
者
で
は
な
く
非
労

働
者
を
中
心
と
す
る
点
に
お
い
て
、
社
会
保
険

の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
収
支
相
応
の
原
則
だ
け

か
ら
成
立
つ
こ
と
が
困
難
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
社
会
保
険
制
度
が
前
提
と
な
る
以
上
一
定

の
限
界
性
が
あ
る
が
、
か
よ
う
な
限
界
を
含
ん

だ
社
会
保
障
法
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。

三
、
社
会
保
障
法

　
こ
れ
は
、
労
働
者
、
非
労
働
者
を
問
わ
ず
、

お
よ
そ
一
切
の
国
民
を
対
象
と
し
た
包
括
的
生

活
保
障
政
策
で
あ
る
。
保
険
事
項
を
限
定
し
て

い
て
は
、
そ
の
貧
困
化
ま
た
は
貧
困
そ
の
も
の

を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
生

活
事
故
に
対
応
す
る
よ
う
な
形
で
保
障
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
保
障
制
度
の
実

現
は
、
単
に
相
互
扶
助
的
な
形
で
は
不
充
分
で

あ
る
か
ら
、
国
が
こ
の
生
活
保
障
の
た
め
の
第

一
次
的
責
任
主
体
に
な
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
生
活
事
故
そ
れ
自
体
を
防
止

す
る
も
の
で
は
な
く
、
事
後
的
救
済
の
形
に
と

ど
ま
る
。

（
ハ
）
今
日
的
保
障
の
類
型

　
今
日
、
包
括
的
生
活
保
障
政
策
は
国
の
義
務

で
あ
り
（
憲
法
二
五
条
）
、
大
別
し
て
次
の
四

類
型
が
あ
る
。

一
、
社
会
保
険

　
国
が
経
営
主
体
と
し
て
保
険
事
業
を
い
と
な

み
、
国
民
を
強
制
加
入
さ
せ
、
保
険
料
の
拠
出

を
前
提
と
し
、
こ
れ
を
主
な
財
源
と
し
て
所
定

の
生
活
事
故
に
対
し
、
規
格
化
さ
れ
た
給
付
を
ヽ

行
う
場
合
で
あ
る
。

　
○
○
保
険
法
、
共
済
組
合
法
、
災
害
補
償
法
、

国
民
年
金
法
。

二
、
社
会
扶
助
手
当

　
拠
出
金
を
前
提
と
せ
ず
、
資
産
調
査
を
前
提

と
せ
ず
、
一
定
の
生
活
事
故
に
対
し
所
定
の
手

当
を
支
給
す
る
も
の
。

　
児
童
扶
養
手
当
法
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
法

三
、
社
会
福
祉
事
業

　
金
銭
給
付
で
は
あ
が
な
え
な
い
生
活
障
害
事

故
（
労
働
能
力
、
所
得
能
力
の
毀
損
又
は
欠
缺

―
身
障
、
精
薄
等
）
に
対
し
、
施
設
提
供
な
ど

の
保
護
措
置
を
と
る
。

　
○
○
福
祉
法

四
、
公
的
扶
助

　
拠
出
金
を
前
提
と
せ
ず
、
国
（
公
）
費
で
資

産
調
査
を
条
件
に
現
実
の
最
低
限
の
必
要
に
即

応
し
金
銭
的
給
付
を
す
る
。

　
生
活
保
護
法

　
以
上
の
う
ち
、
四
は
貧
困
そ
れ
自
体
を
対
象

と
し
、
一
～
三
は
貧
困
状
態
に
陥
る
の
を
予
防

す
る
措
置
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
類
型
を
前
提
と
し
た
場
合
、
あ
る

法
関
係
が
該
四
類
型
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
よ
り
、
法
解
釈
の
仕
方
が
分
か
れ
て
く
る
。

（
ニ
）
　
国
保
法

一
、
一
般
的
性
格

　
国
保
は
、
保
険
技
術
を
使
っ
て
い
る
点
で
社

会
保
険
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
が
、
半
面
、
非

労
働
者
（
一
部
零
細
企
業
労
働
者
）
を
対
象
と

す
る
点
で
、
社
会
保
障
的
性
格
の
強
い
社
会
保

険
で
あ
る
。

二
、
発
達
の
経
緯

（
1
）
　
戦
前

　
昭
和
十
三
年
三
月
公
布
七
月
施
行
の
国
保
法

は
、
農
民
、
漁
民
、
第
一
次
産
業
労
働
者
を
対

象
と
し
、
軍
隊
の
予
備
軍
の
健
康
維
持
と
い
う

政
策
的
観
点
か
ら
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
在

の
国
保
法
と
異
り
、
任
意
設
立
、
任
意
加
入
の

組
合
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
加
入
時
点
を
も
っ

て
給
付
請
求
権
、
保
険
料
支
払
義
務
が
発
生
す

る
と
い
う
方
法
が
と
れ
た
。

（
2
）
　
戦
後

　
昭
和
二
十
三
年
改
正
法
は
、
市
町
村
に
よ
る

公
営
主
義
を
原
則
と
し
た
も
の
の
、
任
意
加
入

方
式
は
崩
さ
な
か
っ
た
。

　
し
か
る
に
、
昭
和
三
十
三
年
全
面
改
正
、
同
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三
十
六
年
完
全
実
施
の
現
行
国
保
法
は
、
強
制

保
険
の
建
前
を
と
り
、
加
入
を
義
務
づ
け
る
こ

と
と
な
っ
た
。
保
険
加
入
の
性
格
が
任
意
か
ら

強
制
に
変
っ
た
た
め
に
、
そ
の
保
険
関
係
の
発

生
・
消
滅
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
考
え
直
さ
ざ

る
を
え
な
い
状
況
が
で
て
き
た
。

（
3
）
　
問
題
点

　
現
行
国
保
法
は
、
基
本
的
に
は
全
生
活
保
障

型
に
踏
み
き
っ
た
も
の
の
、
半
面
、
保
険
技
術

を
採
用
し
て
い
る
（
収
支
相
応
の
原
則
）
こ
と

の
矛
盾
を
払
拭
で
き
て
い
な
い
性
質
の
も
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
貧
困
に
連
る
生
活
危
険
事
故
で

あ
っ
て
も
保
険
制
度
に
よ
る
場
合
と
、
社
会
扶

助
手
当
の
よ
う
に
公
費
で
ま
か
な
う
場
合
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
保
の
給
付
請

求
権
の
内
容
は
、
そ
の
権
利
の
性
格
に
立
ち
戻

っ
て
決
め
る
必
要
が
あ
る
。

社
会
保
険
給
付
請
求
権

険
者
資
格
に
も
と
づ
く
請
求
権
で
あ
る
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
給
付
請
求
権
の
要
件
は
、
一
般

論
と
し
て
は
、

　
①
　
被
保
険
者
資
格

　
②
　
保
険
料
納
入

　
③
　
保
険
事
故
の
発
生

が
掲
げ
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
具
体
的
な
給
付
請
求
権
に
つ
い

て
、
保
険
料
納
入
が
要
件
に
な
る
か
否
か
は
立

法
政
策
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
国
保
の
場
合
に

は
、
こ
の
要
件
は
不
要
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。

　
な
ぜ
な
ら
国
保
法
上
は
、
旦
雇
労
働
者
健
保

法
の
よ
う
な
、
保
険
料
納
入
を
受
給
要
件
と
す

る
明
文
の
規
定
を
置
い
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
日
雇
健
保
の
場
合
は
、
旦
雇
労
働

形
態
の
性
格
上
、
相
互
扶
助
的
性
格
を
重
視
す

る
か
ら
、
公
平
の
原
則
上
要
件
と
さ
れ
る
が
、

国
保
の
場
合
は
社
会
保
障
型
を
建
前
と
す
る
以

上
、
明
文
な
く
給
付
請
求
権
を
規
制
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
拠
出
制
を
前
提
と

し
つ
つ
、
社
会
保
障
請
求
権
は
通
常
の
私
保
険

と
は
性
格
を
別
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

（
ハ
）
給
付
請
求
権
の
法
的
性
格

　
今
日
の
社
会
保
険
は
、
単
な
る
共
済
組
合
の

拡
大
で
は
な
く
、
国
家
が
責
任
を
も
っ
た
社
会

保
障
制
度
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
保
険
技
術
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
憲
法

二
五
条
に
よ
り
国
が
負
う
生
存
権
保
障
義
務
の

具
休
化
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
と
、
社
会
保
険
に

伴
う
法
律
関
係
は
民
法
上
の
梨
約
関
係
で
は
な

く
、
一
種
の
非
権
力
的
公
法
関
係
と
把
え
る

べ
き
で
あ
る
。
公
法
関
係
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
社
会
保
険
法
に
関
す
る
法
的
解
釈
も
国
民

の
生
存
権
に
立
脚
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
、
今
日
の
社
会
保
険

は
、
国
の
生
存
権
保
障
義
務
と
、
保
険
技
術
と

い
う
両
側
面
の
う
ち
、
実
定
法
上
は
後
者
（
技

術
面
）
が
前
面
に
出
て
お
り
、
国
の
義
務
は
実

定
法
上
は
顕
在
し
て
な
い
。
例
え
ば
、
国
保
法

一
一
〇
条
に
よ
っ
て
、
保
険
料
は
時
効
の
制
限

ま
で
遡
及
せ
よ
と
い
う
考
え
（
厚
生
省
）
は
、

そ
れ
で
あ
る
。
当
該
保
険
関
係
が
前
か
ら
成
立

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
保
険
技
術
論
と
し
て
は

支
払
い
が
必
要
だ
と
す
る
考
え
が
あ
る
。

　
し
か
し
国
保
が
強
制
保
険
で
あ
る
こ
と
の
趣

旨
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
か
。
非
権
力
的
公

法
関
係
と
し
て
の
「
強
制
」
を
指
導
す
る
法
原

理
は
、
保
険
料
徴
収
で
は
な
く
、
生
存
権
保
障

で
は
な
か
っ
た
か
。

　
被
保
険
者
資
格
の
問
題
も
、
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
庫
法
上
の
被
保
険
者
資
格
の

得
喪

（
イ
）
　
取
得

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
、
法
定
時
期
説
、
二
、

届
出
日
説
、
三
、
折
衷
説
、
が
あ
り
、
各
自
治

体
の
実
施
状
況
は
前
述
（
表
１
・
表
２
）
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
法
定
時
期
説
―
「
強
制
」
保
険

①
　
強
制
の
根
拠

　
強
制
加
入
は
、
非
被
用
労
働
者
、
零
細
企
業

労
働
者
等
国
保
被
保
険
者
の
健
康
の
維
持
に
対

す
る
国
の
義
務
を
根
拠
と
し
て
成
立
つ
も
の
で

あ
っ
て
、
保
険
料
徴
収
の
強
制
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。

②
　
資
格
取
得
と
給
付
・
保
険
料
徴
収

ア
、
給
付
請
求
権
の
要
件
は
、
資
格
取
得
と
生

活
事
故
発
生
だ
け
で
、
保
険
料
納
入
は
要
件
で

は
な
い
こ
と
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
日
雇
健

保
十
条
三
項
）
。

　
保
険
料
支
払
義
務
は
遡
及
し
、
給
付
請
求
権

は
届
出
の
日
か
ら
と
い
う
取
扱
い
を
例
と
す
る

保
険
者
が
あ
る
が
、
保
険
料
納
入
を
前
提
と
す

る
考
え
に
連
る
も
の
で
あ
り
、
根
拠
薄
弱
で
あ

る
。

イ
、
保
険
料
を
支
払
わ
な
く
て
も
給
付
は
遡
及

す
る
か
。

　
利
益
処
分
の
遡
及
は
可
能
で
あ
る
が
、
不
利

益
処
分
は
不
遡
及
を
原
則
と
す
る
行
政
法
の
原

理
論
を
適
用
し
、
給
付
の
遡
及
は
肯
定
し
、
保

険
料
の
遡
及
は
否
定
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

問
題
を
肯
定
す
る
立
場
が
あ
る
。

　
一
方
、
保
険
技
術
を
と
る
以
上
、
保
険
料
納

入
は
前
提
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
未
納
に
も
か

か
わ
ら
ず
給
付
だ
け
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
い

（
イ
）
　
権
利
の
あ
り
方

　
社
会
保
障
の
四
類
型
に
対
応
し
た
形
で
、

　
①
　
社
会
保
険
請
求
権

　
②
　
社
会
扶
養
手
当
請
求
権

　
③
　
社
会
福
祉
措
置
請
求
権

　
④
　
公
的
扶
助
請
求
権

の
四
つ
の
社
会
保
障
請
求
権
が
考
え
ら
れ
る
。

（
ロ
）
　
請
求
権
の
性
格

　
社
会
保
険
給
付
請
求
権
は
、
社
会
保
険
に
加

入
し
、
保
険
料
支
払
い
を
前
提
と
し
た
、
被
保
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か
に
も
納
入
者
と
未
納
者
と
の
公
平
を
欠
く
と

い
う
否
定
論
も
あ
る
。

　
逆
に
、
保
険
技
術
を
借
り
た
社
会
保
障
と
し

て
国
の
責
任
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、
肯
定

論
が
導
か
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
証
発
行
前

と
後
に
分
け
、
国
保
法
五
九
条
、
六
三
条
に
関
連

し
た
法
解
釈
論
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
（
内

容
省
略
）

二
、
届
出
日
説

　
資
格
取
得
時
期
は
法
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、

届
出
口
説
と
い
っ
て
も
、
給
付
・
保
険
料
徴
収

に
つ
い
て
の
不
遡
及
を
い
う
も
の
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
遡

っ
て
保
険
料
を
支
払
う
者
の
給
付
請
求
権
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
資
格
取
得
の
口
か
ら
国
保
関
係
を
維
持
す

負
担
の
程
度
、
所
得
水
準
、
制
度
の
趣
旨
等
に

求
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
場
合
、
一
般

的
な
線
引
と
考
え
る
よ
り
個
別
的
に
一
定
の
段

階
を
設
け
て
取
扱
う
方
法
を
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。

（
ロ
）
　
喪
失

　
（
省
略
）

べ
き
義
務
が
国
（
市
町
村
）
に
課
さ
れ
て
い
る

以
上
、
届
出
目
で
切
っ
て
し
ま
う
と
国
の
責
任

が
回
避
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
契
約
説
的
な
考
え
を
論
拠
に
、
合
意

に
よ
る
保
険
関
係
の
成
立
、
合
意
に
よ
る
遡
及

と
い
う
任
意
的
設
定
関
係
を
み
と
め
る
こ
と
は

『
強
制
』
制
度
の
趣
旨
に
反
し
、
採
り
得
な
い
。

三
、
折
衷
説

　
資
格
取
得
時
期
そ
れ
自
体
は
法
定
の
期
間
で

特
定
す
る
が
、
給
付
・
保
険
料
徴
収
は
一
定
の

期
間
で
区
切
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
が
こ
の
方
法
に
よ
っ
て

い
る
が
、
そ
の
合
理
的
根
拠
は
、
被
保
険
者
の

資
格
取
得
の
遡
及
を
六
ヵ
月
か
ら
三
ヵ
月

と
で
直
ち
に
保
険
料
収
入
が
減
る
と
は
い
え
な

い
。
何
故
な
ら
現
実
に
は
、
六
ヵ
月
遡
及
者
に

滞
納
者
が
多
く
、
ま
た
、
六
ヵ
月
遡
及
を
聞
い

て
届
出
を
せ
ず
、
窓
口
か
ら
立
去
る
人
が
多
い

と
い
う
、
皆
保
険
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
事
態

を
招
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

②
　
た
だ
、
届
出
日
と
せ
ず
、
三
ヵ
月
遡
る
こ

と
は
、
被
保
険
者
の
療
養
費
払
（
有
資
格
者
に

か
か
わ
ら
ず
、
保
険
証
を
提
出
し
な
か
っ
た
た

め
自
費
で
支
払
い
、
後
か
ら
保
険
者
負
担
分
を

請
求
す
る
）
請
求
の
途
を
残
し
て
お
き
た
い
か

ら
で
あ
る
。

③
　
十
大
都
市
の
実
例
も
概
ね
三
ヵ
月
で
あ
る

等
の
根
拠
が
出
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
議
論
の
底
に
は
、
「
医
者
に

罹
っ
て
な
い
人
か
ら
、
七
万
五
千
円
の
保
険
料

を
い
た
だ
け
る
か
」
と
い
う
、
貧
困
を
知
る
者

の
感
覚
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

効
力
を
発
生
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
こ
れ

を
遡
及
さ
せ
る
に
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る

べ
き
、
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
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国
保
条
例
の
諸
問
題

（
1
）
　
条
例
制
定
限
界
論
（
一
般
論
）

　
（
省
略
）

（
2
）
　
国
保
法
に
お
け
る
条
例
（
委
任
条
例
論
）

　
（
省
略
）

（
3
）
―
一
　
折
衷
説
の
条
例
化

　
　
―
二
　
保
険
料
納
付
義
務
者
を
世
帯
主
で
は

　
　
　
な
く
被
保
険
者
と
す
る
こ
と
の
可
否

（
省
略
）

三
―
―
―
お
わ
り
に

に
短
縮
す
る
こ
と
は
、
保
険
料
収
入
に
直
接
響

く
問
題
で
あ
り
、
医
師
会
↓
厚
生
省
↓
県
の
賛

意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
本
市
国
保
実
務
担
当

者
の
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
実
務
感
覚
を
基
に
、
い

く
ら
か
で
も
住
民
の
負
担
を
軽
く
す
る
方
向
で

三
ヵ
月
遡
及
の
法
律
論
的
根
拠
を
求
め
続
け
た

の
で
あ
っ
た
。

実
務
論
的
に
は

①
　
六
ヵ
月
遡
及
を
三
ヵ
月
遡
及
に
変
え
る
こ

し
か
し
、
三
ヵ
月
遡
及
説
が
、
実
務
論
と

し
て
は
い
か
に
合
理
的
に
み
え
て
も
、
一
見
そ

れ
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
国
保
法
第
七
条
等

の
明
文
に
惑
わ
さ
れ
て
わ
が
国
の
国
保
実
務
が

維
持
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
以
上
、
私
た
ち
は
。

そ
の
明
文
を
克
服
す
る
法
律
論
を
用
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
、

私
法
一
元
論
的
行
政
法
論
（
行
政
契
約
論
）
で

対
決
す
る
し
か
方
法
が
な
い
と
考
え
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
行
政
契
約
と
し
て
の
保
険
の
関
係

は
、
当
事
者
の
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
、
か
つ

し
か
し
、
中
西
助
教
授
は
強
制
保
険
と
し

て
の
国
保
↓
公
法
関
係
と
い
う
出
発
点
に
立
つ

伝
統
的
な
権
力
行
政
論
の
立
場
か
ら
、
折
衷
説

の
可
能
性
を
論
証
さ
れ
た
。
そ
れ
は
資
格
と
い

う
被
保
険
者
の
地
位
と
具
体
的
な
給
付
請
求
権

・
保
険
料
支
払
義
務
と
を
分
け
る
考
え
方
で
あ

り
、
一
届
出
用
紙
に
よ
り
迅
速
な
処
理
を
め
ざ

す
行
政
実
務
上
、
か
え
っ
て
混
乱
を
招
く
の
で

は
な
い
か
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
私
た

ち
に
必
要
な
の
は
、
単
な
る
行
政
実
務
の
技
術

論
を
越
え
た
三
ヵ
月
遡
及
の
法
律
論
的
根
拠
で

あ
っ
た
。
中
西
理
論
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま

で
異
端
視
さ
れ
続
け
て
き
た
私
た
ち
の
主
張

が
、
一
挙
に
市
民
権
を
得
た
の
で
あ
る
。

地
域
保
険
主
義
、
強
制
保
険
主
義
、
世
帯

単
位
主
義
、
税
法
準
用
主
義
等
、
様
々
な
矛
盾
の

契
機
を
含
ん
だ
現
行
国
保
法
は
、
こ
こ
一
五
年

の
経
済
環
境
の
激
変
の
な
か
で
、
そ
の
前
市
民

法
的
性
格
を
露
呈
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
、
私
た
ち
の
主
張
は
、
決
し
て
資

本
主
義
経
済
体
制
に
対
す
る
批
判
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
体
制
を
前
提
と
し
た
法
規

範
（
市
民
法
秩
序
）
の
あ
り
方
を
求
め
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
保
守
的
で
さ

え
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
自
治
体
は
違
法
状
態

に
あ
る
（
厚
生
省
）
。
』
『
あ
な
た
は
、
法
律
を

遵
守
す
る
と
誓
っ
て
役
所
に
入
っ
た
の
で
は
な



い
か
。
』
等
々
の
批
判
が
、
権
力
の
側
か
ら
為
さ

れ
た
。
正
に
、
戦
後
は
、
『
憲
法
変
わ
れ
ど
行

政
（
法
）
変
わ
ら
ず
（
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
）
』
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

追
　
折
か
ら
、
国
保
新
聞
（
昭
和
五
十
二
年
六

月
一
日
）
は
第
一
面
ト
ッ
プ
に
、
『
国
保
・
被

用
者
保
険
資
格
得
喪
時
の
ト
ラ
ブ
ル
解
消
へ
』

と
の
見
出
し
で
、
こ
の
問
題
に
触
れ
、
『
相
互

通
報
制
』
に
よ
る
実
務
論
的
解
決
策
を
示
唆
し

て
い
る
。
記
事
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
「
被
用
者
保
険
か
ら
被
保
険
者
が
離
脱
し
た
場

合
、
勤
め
先
を
や
め
た
日
の
翌
日
に
国
保
被
保

険
者
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
と
さ
れ
（
国
保

法
七
条
）
、
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯

主
に
対
し
て
、
資
格
取
得
の
届
け
出
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
が
（
同
九
条
）
、
実
際
に
は
、

国
保
に
加
入
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
り
、

届
け
出
が
遅
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
、

こ
の
場
合
で
も
、
国
保
被
保
険
者
の
資
格
取
得

は
、
本
人
の
退
職
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
適
用
さ

れ
る
た
め
、
保
険
料
の
遡
及
適
用
問
題
な
ど
が

現
場
窓
口
の
ト
ラ
ブ
ル
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い

る
。

　
こ
の
原
因
は
、
国
保
被
保
険
者
が
住
所
単
位

と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
被
用
者
保
険
が
事

業
所
の
住
所
を
単
位
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
と

く
に
被
用
者
保
険
の
資
格
得
喪
届
様
式
が
、
本

人
の
住
所
を
記
入
し
な
く
と
も
い
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
被
用
者
保
険
の
被
保

険
者
が
一
た
ん
退
職
す
る
と
、
そ
の
住
所
が
と

か
く
不
明
確
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
生
じ
る
。

　
こ
の
た
め
、
被
用
者
保
険
の
事
務
担
当
者
側

と
国
保
側
と
の
間
で
、
得
喪
の
時
点
で
そ
の
通

報
－
相
互
通
報
制
が
で
き
れ
ば
、
国
保
側
も

容
易
に
こ
れ
を
把
握
で
き
、
窓
口
の
ト
ラ
ブ
ル

回
避
の
外
に
、
国
民
皆
保
険
体
制
と
い
う
点
か

ら
も
、
本
人
か
ら
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
た
め

に
ど
の
医
療
保
険
に
も
加
入
し
て
い
な
い
と
い

う
〝
適
用
モ
レ
″
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
厚
生
省
内
部
で
も
被

扶
養
者
の
認
定
基
準
の
設
定
作
業
と
併
行
し

て
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
進
め
て
い
た
も
の

で
、
懸
案
の
被
扶
養
者
の
認
定
基
準
の
設
定
が

解
決
し
た
の
に
伴
い
、
今
後
は
被
用
者
保
険
と

国
保
と
の
資
格
得
喪
に
伴
う
「
相
互
通
報
制
」

の
確
立
を
急
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
、
六
月

か
ら
で
も
国
保
課
、
保
険
課
、
健
保
課
の
関
係

課
で
精
力
的
に
問
題
を
検
討
、
早
け
れ
ば
今
年

中
に
も
何
ら
か
の
方
向
を
出
し
た
い
と
し
て
い

る
。
」
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